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【災害査定の効率化】※１ 

大規模災害発生時、被災施設の早期復旧を支援するため、法（※２）に基づく激

甚災害指定の見込みが立った時点で「大規模災害時における農林水産業施設及び公

共土木施設災害復旧事業査定方針」（平成 29 年災から運用を開始）を適用し、災害

査定の効率化を図っている。 

本査定方針において効率化の内容を事前にルール化することにより、迅速な適

用が図られ、被災自治体の災害査定に要する期間等を大幅に削減することが可能と

なる。 

 

［本査定方針による効率化により期待される効果］ 

・机上査定上限額の引上げ※３により、現地調査件数が減少するため、査定期間が短

縮。 

・採択保留額の引上げにより、採択保留件数が減少するため、早期着手する災害復

旧事業が増加。（「採択保留」とは、事業費の決定見込額が一定額以上となる場合

に、事業の採択を現地で行わず本省で行うこと。） 

・査定設計書に添付する図面、写真を簡素化※４するため、査定資料の準備期間が短

縮。 

 

※１ 災害査定の効率化について詳しくは、別紙１を参照 

※２ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 

※３ 会議室等において書類のみで行う机上査定について、今回の評価期間である平成 29 年度～

令和３年度においては、本査定方針により机上査定の対象を激甚災害に指定されない災害にお

ける通常の 200 万円未満から引上げているが、令和４年度から通常の机上査定を 200 万円未満

から 500 万円未満に拡大しており、本査定方針により、この額から上限額を引上げている。 

※４ 既存図面や航空写真、代表断面図を活用することで、新たな測量、作図等を不要とする

ことや、被災写真も始点、終点及び全景のみの必要最低限にすることを可能としたもの。 
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業協同組合、地方公共団体等）の判断で査定前着工として応急工事を実施できる。 

なお、被災時に緊急措置として行った応急工事については、査定時に真にやむを得

ないと認められたものに限り補助対象となる。 

 

④ 災害復旧事業（補助）計画概要書の提出（発災から概ね２か月から３か月以内） 

 

都道府県は、箇所別に災害復旧事業（補助）計画概要書を作成し、災害発生後２、

３か月以内を目標に農林水産大臣に提出する。 

【復旧指導】 

国及び都道府県は必要に応じ、事業主体に対して被災地域の調査や法令に基づいた

復旧方針、復旧工法の指導・助言を行う。 

 

【災害査定の効率化】 

（１）－２⑤に記載の【災害査定の効率化】と同内容であるため、９ページを参照。 

 

 

⑤－１ 査定 

 

都道府県知事から提出された災害復旧事業（補助）計画概要書に基づいて農林水産

省は調査官を現地に派遣して査定を実施し、財務省の立会官が立会する。 

災害査定は、原則として箇所ごとに現地において被災事実を確認し、採択要件に合

致するか、技術的に妥当な工法であるか等の審査を行う。 

 

⑤－２ 災害復旧事業費の決定 

 

農林水産省と財務省は、査定調書と立会調書を照合し、農林水産大臣が事業費を決

定のうえ各都道府県に対して事業費の決定通知を出す。 

 

⑥ 事業着手 

 

事業費の決定通知を受けた事業主体は、決定のあった災害復旧事業（補助）計画概

要書に基づき事業に着手する。 

 

  








